
 

特別徴収納入書（納付書）の取扱いについて 

 

給与所得者（従業員）の就職・退職・転勤及び課税判定等により税額の更正が生じた場合、特

別徴収義務者（事業所）においての納入金額が、既に送付してあります当年度分納入書（納付

書）の納入金額（１）の欄に印字されている金額と異なります。 

 

 

 

当初納入書は、給与所得者（従業員）の就職・退職・転勤及び課税判定等による税額の

更正により、納入金額の変更がありましても、納入書を訂正して納入することができます。  

10,000 ① 

② 

 

③ 

 
 4 0 1 

4 2  10 

５ ０３ ００ 
 
３ ５０ ００ 

８５ ３０ ０ 

 

①何月分か分かるようご記入ください。 

②納期限をご記入ください。 

③「納入金額⑴」は、横線で抹消してください。 

「納入金額⑵ 給与分（一括徴収分を含む）」は、変更後の特別徴収税額を記入してください。 

「納入金額⑵ 退職所得分」は、退職所得に係る徴収税額がある場合に記入してください。 

併せて裏面の納入申告書も記入してください。 

 

■納入書３枚とも訂正してください。 

令和 

令和 


